
　＊　実際にどの健康保険制度に加入することになるか確認してみましょう。

　　　いいえ はい
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手続▶　３ページ参照
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いいえ

いいえ

　　　いいえ はい

  　希望する
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※組合員申告書（資格喪失届）の様式は、ホームページ又は各所属所に配布している「共済組合事務手引」にあります。

 　任意継続希望しない

手続▶
  ・組合員申告書
   （資格喪失届）
  ・組合員証等
を所属所へ退職時に提出
 ※詳しくは所属所の事務
 担当者へお尋ねください。

手続▶
・任意継続加入手続
・組合員証等
を福岡支部給付係へ提出

      退職の日まで、引き続き１年１日以上の組合員期間がある。

　退職後、引き続き就職しますか？

　　　はい

いいえ

　 退職後、年額１３０万円以上(障害を支給事由とする公的年金の受給要件
   に該当する程度の障害を有する者又は、６０歳以上の者は１８０万円以
   上)の収入がある。※収入には個人年金等も含みます。

家族の健康保険の
被扶養者となる

はい

引き続き組合員となる

 
手続▶
   ・組合員申告書
    （資格喪失届）
   ・組合員証等
 を所属所へ退職時に提出
 ※詳しくは所属所の事務
 担当者へお尋ねください。

　公立学校共済組合の適用所属所に任用さ
　れ、組合員の資格要件を満たしますか？
  ※詳細は任用先の事務担当者へお尋ねください。

 
手続▶
   ・組合員申告書
     （資格喪失届）
   ・組合員証等
 を所属所へ退職時に提出
 ※詳しくは所属所の事務
 担当者へお尋ねください。

退職後、私の健康保険は、どうなるの？

はい

　就職先に健康保険制度がありますか？

国民健康保険に加入

はい
就職先の健康保険に加入

いいえ

　任意継続組合員となる
　※ 詳細は11ページ参照
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あなたを扶養する家族はいますか？


